
大阪府国民健康保険団体連合会

◎ Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎとは

障がい福祉サービス費等の請求情報の送信から結果通知等の取得まで、国民健康保険中央会が管理運営する全国共通の「電
子請求受付システム」により行われますが、「電子請求受付システム」では請求内容の不備によるエラー等の確認が、請求情報確
定後にならないと結果が判明しません。しかし、大阪府国民健康保険団体連合会（以下、本会）独自システムである事業所向けイン
ターネット情報公開支援サービス「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」では、本会が点検処理を実施している期間は、随時、点検結果を公開しますので、事
業所は請求内容の不備によるエラーや警告等の確認を、請求情報確定前に行う事が可能となります。

Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎの主な機能について

① 誤った請求情報の削除機能

差し替え期間中であれば、事業所又は代理人は、点検結果や件数を確認し、必要に応じて、再度、「電子請求受付システ

ム」から請求を行い、その後不要な請求情報の削除申請を「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」から行うことで、エラー等が原因で当月請求分の支

払いが減額になるのを防ぐことができます。

② 確定情報機能

過去に取り扱われた請求の支払額や過誤取り下げ等の結果を、受付年月ごと・受給者ごとにさかのぼって確認することが

できます。

※ その他、事業所にとって便利な機能が色々と搭載されています。

Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎの導入作業について

安全に情報公開支援サービスを利用するために、「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」を導入する際に、認証局証明書やクライアント証明書（無償）
をインストールする必要がありますが、全て「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」の画面で処理を行う事ができます。

エラー件数の減少と給付費請求の遅延を防ぐ観点からも「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」の導入をお奨めします。

※ 詳細な導入方法については、導入・操作マニュアルをご覧ください。

事業所向けインターネット情報公開支援サービス「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」について



・請求状況確認画面

10日までに送信した請求情報について、一次審査（資格まで）の状況（エラーor警告or正常）が確認できます。
また、差し替え期間中であれば、当月10日までに送信した請求情報の削除申請を行うことができます。

※ 差し替え期間中の削除申請は、「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」でのみ行うことができます。
「電子請求受付システム」では、差し替え期間中の削除申請を行うことができませんのでご注意ください。

※ 差し替え期間は、 10日（受付締切）の翌営業日の14時30分ごろ（※）から３営業日目の16時までとなります。
※ 公開時間については、月によって前後する場合があります。

例１）10日（月）が請求締切日の場合、11日（火）14時30分ごろ～13日（木）16時が差し替え期間
例２）10日（土）が請求締切日の場合、12日（月）14時30分ごろ～14日（水）16時が差し替え期間

＜詳細画面＞

大阪府国民健康保険団体連合会

受給者ごとにエラー・警告の内容確認ができます。
【見方】
①※警告
②▲警告（重度）
③★警告（エラー移行対象）
④返戻（エラー）
（印が無いものは返戻（エラー）となります。）

「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」操作画面イメージ

詳細な操作方法や項目説明等については、
導入・操作マニュアルをご覧ください。



＜詳細画面＞
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クリックすると各種詳細情報を確認できます。 請求に関する通知文書の
再取得ができるよ！

「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」操作画面イメージ

・確定情報画面

障がい福祉サービス費等の請求に対する結果通知及び詳細な請求状況等の確認が、任意の条件指定を行うことで可能となり
ます。
また、公開されるデータは、過去２年間分のデータが履歴として画面に表示され、過去にさかのぼって請求漏れの確認や結果
通知書等の取得が可能となります。

詳細な操作方法や項目説明等については、
導入・操作マニュアルをご覧ください。


